
 

 

指定通所介護・通所型サービス 

 

重 要 事 項 説 明 書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービス、通所型サービスを 

提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意い 

ただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社 会 福 祉 法 人 金 谷 温 凊 会 

 デイサービスセンター金谷の里

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（千葉県指定 第１２７３１００１０５号） 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」又は「要介護」

と認定された方が対象となります。 

要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１．事業者 

（１）法 人 名   社会福祉法人金谷温凊会 

（２）法 人 所 在 地    千葉県富津市金谷１９１２番地の２ 

（３）電 話 番 号    ０４３９－６９－８４００ 

（４）代 表 者 氏 名    理 事 長 平 嶌 一 良  

（５）設 立 年 月    平成８年１２月１７日 

 

２．事業所の概要 

（１）事 業 所 の 種 類   指定通所介護事業所     平成１２年 1月４日 

指定 千葉県１２７３１００１０５号 

通所型サービス        平成２９年４月１日 

 指定 富津市１２７３１００１０５号 

（２）事 業 所 の 目 的    介護保険法令に伴い、ご契約者(ご利用者)がその有する能力に

応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支

援することを目的として、ご契約者に通所介護サービス、通所型サ

ービスを提供します。 

（３）事 業 所 の 名 称   デイサービスセンター金谷の里 

（４）事業所の所在地    千葉県富津市金谷１９１２番地の２ 

（５）電 話 番 号    ０４３９－６９－８４０２ 

（６）管 理 者 氏 名    センター長  脇 坂 和 弘 

（７）当事業所の運営方針    ご契約者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自

立した生活を営む事ができるように支援を行い、ご契約者の心身

の機能維持ならびにご家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 

               またご契約者とそのご家族との連携を図り、地域のさまざまな

関連機関と協力しながら総合的なサービスの提供に努める。 

（８）開 設 年 月    平成１２年４月１日 

（９）利 用 定 員    通所介護事業、通所型サービス 、基準該当生活介護・基準該当自

立訓練（生活訓練）を併せて、平日(月曜日～土曜日)６０名・日曜

日３５名 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域   富津市 ・ 鋸南町 

（２）営業日及び営業時間   営 業 日   日曜日から土曜日までとする。 

               営 業 時 間   午前８時３０分から午後４時３０分（送迎時間

を除く）ただし、管理者が必要と認めた場合は、

この限りではない。 

               

４．職員の配置状況     管 理 者   １名 

              生活相談員   １名以上（提供を行う時間数に応ずる） 

              看 護 職 員   １名以上（兼務を含む） 

              介 護 職 員   １０名以上（ただし、日曜日は５名以上） 

※ 介護職員については、ご利用者１５名までの場合にあっては１名以上、１５名を超える場合に

あっては、１５名を超える部分の利用者の数を５で除した数に 1 を加えた数以上の人員配置を

しています。 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）介護保険給付の対象となるサービス(契約書第４条参照) 

＜サービスの概要＞ 

① 食事     ご契約者の身体の状況に応じ、食事の準備や介助を行います。 

② 入浴     入浴又は清拭を行います。また、ご契約者の身体の状態に応じ、機械浴槽を

使用して入浴することができます。  

③ 排泄     ご契約者の身体の状況に応じ、排泄の介助を行います。 

④ 機能訓練   機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送る

のに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤ 送迎サービス ご契約者のご自宅と事業所間の送迎を行います。ただし、通常の事業実施地

域外からのご利用の場合は、交通費をご負担いただきます。 

 

＜サービス利用料金＞(契約書第６条参照) 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を

除いた金額(自己負担額)をお支払いください。 

当事業所における要介護別のサービス利用料は以下のとおりです。介護報酬は、介護保険法令に

定める地域区分ごとの 1単位の単価が異なります。 

当事業所の地域区分と地域単価は、７級地 10.14円です。そのため、利用料は単位数に 10.14

円を乗じた金額となります。※お支払いいただく金額は介護保険負担割合証でご確認ください。 

 

[ 通所介護 ※要介護 1～5の方 ] 

①基本利用料 

介護度 区分 
3h以上 

4h未満 

4h以上 

5h未満 

5h以上 

6h未満 

6h以上 

7h未満 

7h以上 

8h未満 

8h以上 

9h未満 

1 
単位 345 362 525 543 607 623 

金額 3,498円 3,671円 5,324円 5,506円 6,155円 6,317円 

2 
単位 395 414 620 641 716 737 

金額 4,005円 4,198円 6,287円 6,500円 7,260円 7,473円 

3 
単位 446 468 715 740 830 852 

金額 4,522円 4,746円 7,250円 7,504円 8,416円 8,639円 

4 
単位 495 521 812 839 946 970 

金額 5,019円 5,283円 8,234円 8,507円 9,592円 9,836円 

5 
単位 549 575 907 939 1059 1086 

金額 5,567円 5,831円 9,197円 9,521円 10,738円 11,012円 
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②加算料金   

加 算 種 類 単位 金  額 

入浴介助加算 40 405円/回  

個別機能訓練加算Ⅰロ 76 771円/日  

サービス提供体制強化加算Ⅲ R6年 5月迄 6 61円/日  

サービス提供体制強化加算Ⅱ R6年 6月～ 18 183円/日  

認知症利用者受入加算 60 608円/日  

若年性認知症利用者受入加算 60 608円/日  

栄養改善加算(1月に 2回) 200 2,028円/回  

栄養スクリーニング加算(6月に 1回) 5  51円/回 

 同一建物に対する減算 94 953円/日  

 送迎を行わない場合の減算(片道) 47 476円/回 

介護職員処遇改善加算 

R6年 5月迄 

利用料金合計の 5.9％  

介護職員等特定処遇改善加算 利用料金合計の 1.0％  

介護職員等ベースアップ等支援加算 利用料金合計の 1.1％  

介護職員等処遇改善加算 R6年 6月～ 利用料金合計の 9.2％  

[ 通所型サービス ※要支援 1～2の方 ] 

①基本利用料 

サービス料金 単 位 金  額 

要支援 １ 1,798 18,232円 

要支援 ２ 3,621 36,717円 

②加算料金 

加 算 種 類 介護度 単 位 金  額 

サービス提供体制強化加算Ⅲ R6年 5月迄 
要支援 1 24 243円/月  

要支援 2 48 486円/月  

サービス提供体制強化加算Ⅱ R6年 6月～ 
要支援 1 72 730円/月  

要支援 2 144 1,460円/月  

 同一建物に対する減算 
要支援 1 376 3,812円/月  

要支援 2 752 7,625円/月  

 送迎を行わない場合の減算(片道) 47 477円/回 

生活機能向上グループ活動加算 100 1,014円/月  

若年性認知症利用者受入加算 240 2433円/月  

介護職員処遇改善加算 

R6年 5月迄 

利用料金合計の 5.9％  

介護職員特定処遇改善加算 利用料金合計の 1.0％  

介護職員等ベースアップ等支援加算 利用料金合計の 1.1％  

介護職員等処遇改善加算 R6年 6月～ 利用料金合計の 9.2％  
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※ 通所型サービスの利用料は月額制です。月の途中から利用を開始したり月の途中で終了

した場合であっても以下の各号に該当する場合を除いては、原則として日割り計算は行い

ません。 

（ⅰ）月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

（ⅱ）月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

（ⅲ）同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うた

めに必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者の負担額

を変更します。 

 

（２）介護保険給付の対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 介護サービスにおいて、介護保険給付の支給限度額を超えて利用されたサービスに係る料金

については、全額自己負担となります。 

② 食事の提供 

当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養ならびにご契約者の身体の状況を考慮し

た食事を提供します。 

料金：食事  600円 (ケアハウスラクトピア入居者 300円) 

おやつ 50円  

夕食テイクアウトサービスについては、別途契約が必要となります。 

(主食付 500円、副食のみ 400円) 

③ レクリエーション、クラブ活動 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 
利用料金：クラブ参加費 200円・材料代等の実費をいただきます。 

④ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする

場合には実費をご負担いただきます。   

1枚につき    10円 

⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくこと

が適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

オムツ１枚につき  200円 

パット１枚につき  50円 

⑥ 実施地域以外からのご利用の場合の送迎費について  

送迎に必要な費用は自己負担となります。 

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2ヶ月前までに

ご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6条参照） 
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前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので翌月２５日(土･日・

祝日の場合は翌営業日)までに原則として下記の方法でお支払い下さい。 

金融機関口座からの自動引き落とし 

ご利用できる金融機関： ゆうちょ銀行、ＪＡきみつ、君津信用組合、千葉銀行 

 

（４）利用の中止・変更・追加について（契約書第７条参照） 

利用予定の前にご契約者の都合により、サービスの利用を中止、変更又は、サービスの利用を

追加することができます。この場合は、利用予定日の前日までに事業所に申し出てください。 

通所介護サービスをご利用で、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中

止の申し出をされた場合は取り消し料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。

但しご利用者の正当な事由がある場合にはこの限りではありません。（必ず相談員にご確認くだ

さい） 

利用予定日前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日前日までに申し出がない場合 当日の利用料金の１０％ 

※ 通所型サービスの料金は、月額制のため取り消し料は発生しません。 

※ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況によりご契約者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。 

 

（５）利用曜日の登録について 

1ヶ月以上ご利用がない場合には、登録を解除させていただくことがあります。 

 

６．緊急時の対応方法について 

サービス提供中にご利用者に緊急の事態が発生した場合、主治医、家族等、救急隊、居宅介護支

援事業者等へ連絡をいたします。 

緊 急 時 連 絡 先 一 覧 

主
治
医 

氏   名 
 

所属医療機関名称 
 

電 話 番 号 
 

家
族
等 

緊急連絡者氏名 
 

電 話 番 号 
 

事
業
所 

電 話 番 号 

デイサービスセンター金谷の里 

０４３９－６９－８４０２ 

夜間（０４３９－６９－８４００） 
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７．苦情の受付について（契約書第２０条参照） 

（１）当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

苦情受付担当者  生活相談員 戸倉千勢 

苦情受付責任者  法人本部長 脇坂和弘 

受付時間     ８:００～１７:００ 

電話       ０４３９－６９－８４０２ 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

富津市介護福祉課 

 

所在地  富津市下飯野２４４３ 

電話番号 ０４３９（８０）１２６２ 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課介護保険係 

所在地  千葉市稲毛区天台６－４－３ 

電話番号 ０４３（２５４）７４０９ 

千葉県運営適正化委員会 
所在地  千葉市中央区千葉港４番３号 

電話番号 ０４３（２４６）０２９４ 

（３）第三者委員  

第三者委員とは、サービス利用者と事業所の間に入って、問題を公平・中立な 立場で円滑･円

満に解決するために設けられた制度です。当事業所の第三者委員は、次のとおりです。  

長谷川康博 氏 （長谷川法律事務所弁護士） 電話：043-221-5428 

（４）福祉サービス第三者評価 

直近の実施日：平成１６年１０月１２日～平成１７年１月８日 

評価機関名 ：株式会社インタラクティブ・マネジメント・サポート 

 

８．事故発生時の対応について  

（１） サービス提供により事故が発生した場合、職員は速やかに対処します。 職員は管理者に報

告をし､指示を受けて対処します。 

（２） ご契約者のご家族に連絡をし、事故状況を報告します。  

（３） 重大な事故の場合保険者に連絡をし､事故報告書を提出します。 
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上記のとおり、重要事項の説明を受けたことを証するために、本説明書を２通作成し、契約者及び

事業所が各自１通ずつ保有することとします。 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

指定通所介護、通所型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

 

   デイサービスセンター金谷の里 

    説明者職名  生活相談員     氏 名               印 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護、通所型サービスの提

供に同意しました。 

 

 

契 約 者   住 所                  

 

氏 名                印 

 

 

代 理 人   住 所                  

(身元保証人) 

氏 名                印 
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